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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】作成されるシート束に応じて適切な作成条件で
シート束を作成することができるシート処理装置を提供
する。
【解決手段】シートに筋を付ける筋付け手段と、複数枚
のシートからなるシート束を２つ折りする折り手段と、
シート束に関する情報に基づいて、シート束をなすシー
トに対する筋付けの要否を決定し、筋付け手段を動作さ
せる制御手段と、を有する。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートに筋を付ける筋付け手段と、
　複数枚のシートからなるシート束を２つ折りする折り手段と、
　前記シート束に関する情報に基づいて、前記シート束をなすシートに対する筋付けの要
否を決定し、前記筋付け手段を動作させる制御手段と、を有することを特徴とするシート
処理装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記シート束のうちの最も外側の最外シートの坪量が、所定の坪量以
上である場合には筋付け要と決定して前記シート束をなすシートに筋付けをし、所定の坪
量未満である場合には筋付け否と決定して前記シート束をなすシートに筋付けをしないこ
とを特徴とする請求項１に記載のシート処理装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記シート束の枚数に応じて筋付けの要否を決定することを特徴とす
る請求項１または２に記載のシート処理装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記シート束の枚数が所定未満ならば筋付け要と決定して前記シート
束をなすシートに筋付けをし、前記シート束の枚数が所定以上ならば筋付け否と決定して
前記シート束をなすシートに筋付けをしないことを特徴とする請求項３に記載のシート処
理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、シートの坪量と枚数とに基づいて求めた前記シート束の厚さに応じて
筋付けの要否を決定することを特徴とする請求項１または２に記載のシート処理装置。
【請求項６】
　前記折り手段のシート搬送方向下流に設けられ、２つ折りされたシート束の折り部を増
し折りする増し折り手段を有し、
　前記制御手段は、前記シート束に関する情報に基づいて、前記シート束に対する増し折
りの要否を決定し、前記増し折り手段を動作させることを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれか１項に記載のシート処理装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記シート束のシート枚数が、所定の枚数未満である場合には増し折
り否と決定して前記２つ折りされたシート束を増し折りせず、所定の枚数以上である場合
には増し折り要と決定して前記２つ折りされたシート束を増し折りすることを特徴とする
請求項６に記載のシート処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記シート束のうちの最も外側の最外シートの坪量が、所定の坪量以
上である場合において、前記シート束のシート枚数が、所定の枚数以上である場合には、
筋付け要、増し折り否と決定して、前記筋付けをし、前記増し折りをしないことを特徴と
する請求項７に記載のシート処理装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記シート束の厚さが、所定の厚さ未満である場合には増し折り否と
決定して前記２つ折りされたシート束を増し折りせず、所定の厚さ以上である場合には増
し折り要と決定して前記２つ折りされたシート束を増し折りすることを特徴とする請求項
６に記載のシート処理装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記シート束のうちの最も外側の最外シートの坪量が、前記所定の坪
量以上であっても、前記シート束の枚数が所定以上である場合には筋付け否と決定して、
前記シート束をなすシートに筋付けをしないことを特徴とする請求項２に記載のシート処
理装置。
【請求項１１】
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　前記制御手段は、前記シート束のうちの最も外側の最外シートの坪量が、前記所定の坪
量以上であっても、前記シート束の厚さが、所定の厚さ以上である場合には筋付け否と決
定して、前記シート束をなすシートに筋付けをしないことを特徴とする請求項２に記載の
シート処理装置。
【請求項１２】
　前記シート束を中綴じする中綴じ手段を有することを特徴とする請求項１乃至１１のい
ずれか１項に記載のシート処理装置。
【請求項１３】
　前記シート束に関する情報としての、前記シート束のうちの最も外側の最外シートの坪
量、前記シート束の最外シート以外のシートの枚数、前記シート束の最外シート以外のシ
ートの坪量を入力する操作部を有することを特徴とする請求項１乃至請求項１２のいずれ
か１項に記載のシート処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数枚のシートからなるシート束を中綴じし２つ折りして冊子を作成するシ
ート処理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、シート束を中綴じ処理手段で綴じを行い、折り処理手段で折り加工を実施し、冊
子を作成するシート処理装置が知られている。このように作成した冊子ではシート束が薄
いと外側のシートの折り部に割れが発生し、シート束が厚いと作成された冊子が開いてし
まうという問題があった。
【０００３】
　折り部の割れは折り加工を実施したときに、折り部において、シート束の外側のシート
の伸び量が内側のシートの伸び量より大きくなり、前記折り部における外側のシートに割
れ目が入ってしまう現象である。使用するシートが厚い場合にこの現象が発生しやすく、
冊子の最外紙（最も外側のシート）の折り部に割れが発生すると見栄えが悪かった。これ
を防ぐために特許文献１のようにシートの折り部に予め筋を付けて折った時に折り部に割
れが発生しないようにするシート筋付け装置が知られている。
【０００４】
　また、冊子が開いてしまうのはシート束が厚く、折りが甘くなるためで、これを防ぐた
めに特許文献２のように折り部を平坦に潰すスクエアフォールドという増し折り装置が知
られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－５７３６３号公報
【特許文献２】特開２００７－１４４６７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、どのような冊子においても筋付けが有効であるというわけではない。筋
付けは、シート束にしっかりと折りがなされるため、薄いシート束には有効であるが、折
りが甘くなり折り部に割れが発生しづらい厚いシート束では単に折り部に筋がついた冊子
になってしまっていた。この厚い冊子にスクエアフォールドを施して折り部を平坦化して
折りを強化しても、平坦化された背に筋がついた冊子になってしまう。このためオペレー
タがサンプル冊子を作成してシート束に筋付けを行うかどうかを見極める煩わしい作業が
必要であった。
【０００７】
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　本発明の目的は、オペレータに煩わしい作業をさせることなく、作成される冊子に応じ
て適切な冊子作成条件で冊子を作成することができるシート処理装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明は、シートに筋を付ける筋付け手段と、複数枚のシー
トからなるシート束を２つ折りする折り手段と、前記シート束に関する情報に基づいて、
前記シート束をなすシートに対する筋付けの要否を決定し、前記筋付け手段を動作させる
制御手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、作成されるシート束に応じてシート処理装置が適切な作成条件でシー
ト束を作成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】筋付け装置を備える画像形成装置を示す断面図
【図２】画像形成装置のシステムブロック図
【図３】筋付け装置を示す断面図
【図４】筋付け装置のブロック図
【図５】筋付けユニットを示す図
【図６】筋付けユニットを示す図
【図７】筋付けユニットを示す図
【図８】筋付けユニットにより筋付けされたシートを示す断面図
【図９】フィニッシャを示す断面図
【図１０】束折りされた冊子を示す斜視図
【図１１】フィニッシャのブロック図
【図１２】増し折りユニットを示す斜視図
【図１３】束折りされた冊子を示す斜視図
【図１４】束折りされた冊子を示す斜視図
【図１５】筋付け、増し折り処理の判定テーブルを示す表図
【図１６】筋付け、増し折り処理の判定の演算式を示す表図
【図１７】製本モードの動作を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただし
、以下の実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、それらの相対配置など
は、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。従
って、特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のもの
ではない。
【００１２】
＜画像形成装置＞
　図１は画像形成装置及びシート処理装置の構成図である。図１に示すように、画像形成
装置は、白黒／カラー画像形成を行う画像形成装置本体６００と、これに接続したシート
処理装置としての筋付け装置２００、フィニッシャ１００を有している。このため、画像
形成装置本体６００から排出されるシートは、オンラインに接続されたシート処理装置と
しての筋付け装置２００、フィニッシャ１００で処理することができる。なお、画像形成
装置本体６００は、フィニッシャ１００を排出口に接続しないで、単独でも使用できるよ
うになっている。また、画像形成装置本体６００は、筋付け装置２００、フィニッシャ１
００をシート排出装置として一体に組み込んでもよい。ここで、ユーザが画像形成装置本
体６００に対して各種入力／設定を行うため操作部６０１に臨む位置を画像形成装置の正



(5) JP 2018-8778 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

面手前側（以下、手前側）といい、装置背面側を奥側という。図１は、装置手前側から見
た画像形成装置の構成を示したものである。筋付け装置２００、フィニッシャ１００は画
像形成装置本体６００の側部に接続される。
【００１３】
　画像形成装置本体６００内のカセット９０９ａ，９０９ｂから供給されたシートＳは、
それぞれ画像形成部を構成するイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの感光ドラム９１
４ａ～９１４ｄ等によって、４色のトナー像を転写される。そして、定着器９０４に搬送
されてトナー画像を定着され、片面の画像形成モードであれば、そのまま、排出ローラ対
９０７から装置本体外に排出される。両面の画像形成モードであれば、シートＳは定着器
９０４から反転ローラ９０５に受け渡され、シートの搬送方向の後端が反転切替部Ｐを超
えると反転ローラ９０５を反回転させ、搬送方向と逆の両面搬送ローラ９０６ａ～９０６
ｆの方向へ搬送する。そして、再度、裏面にイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの感
光ドラム９１４ａ～９１４ｄ等によって、４色のトナー像を転写される。両面に転写され
たシートＳは再度定着器９０４に搬送されてトナー画像を定着し、排出ローラ対９０７か
ら装置本体外に排出される。
【００１４】
　図２は画像形成装置を制御する画像形成装置制御部のブロック図である。図２に示すよ
うに、ＣＰＵ回路部６３０は、ＣＰＵ６２９、ＲＯＭ６３１、ＲＡＭ６５５を有している
。ＣＰＵ回路部６３０は、原稿給送装置制御部６３２、イメージリーダ制御部６３３、画
像信号制御部６３４、プリンタ制御部６３５、フィニッシャ制御部６３６、筋付け装置制
御部（制御手段）６３８、外部インターフェイス６３７を制御している。ＣＰＵ回路部６
３０は、ＲＯＭ６３１に格納されているプログラム及び操作部６０１の設定に従って制御
する。原稿給送装置制御部６３２は、原稿給送装置６５０を制御する。イメージリーダ制
御部６３３はイメージリーダを制御する。プリンタ制御部６３５は画像形成装置本体６０
０を制御する。筋付け装置制御部（制御手段）６３８は筋付け装置２００を制御する。フ
ィニッシャ制御部６３６はフィニッシャ１００を制御する。本実施の形態において、筋付
け装置制御部（制御手段）６３８は筋付け装置２００、フィニッシャ制御部（制御手段）
６３６をフィニッシャ１００に搭載した構成について説明する。しかし、本発明はこれに
限定されるものではなく、ＣＰＵ回路部（制御手段）６３０と一体的に画像形成装置本体
６００に設け、画像形成装置本体６００側から筋付け装置２００、フィニッシャ１００を
制御するようにしてもよい。あるいは、筋付け装置２００側の制御手段により、フィニッ
シャ１００を制御するようにしてもよいし、又は、フィニッシャ１００側の制御手段によ
り、筋付け装置２００を制御するようにしてもよい。
【００１５】
　ＲＡＭ６５５は、制御データを一時的に保持する領域や、制御に伴う演算の作業領域と
して用いられる。外部インターフェイス６３７は、コンピュータ（ＰＣ）６２０からのイ
ンターフェイスであり、プリントデータを画像に展開して画像信号制御部６３４へ出力す
る。イメージリーダ制御部６３３から画像信号制御部６３４へは、イメージセンサで読み
取られた画像が出力され、画像信号制御部６３４からプリンタ制御部６３５へ出力された
画像は露光制御部へ入力される。
【００１６】
　筋付け装置制御部６３８は筋付け装置２００に搭載され、画像形成装置のＣＰＵ回路部
６３０と情報のやり取りを行うことによって筋付け装置全体の駆動制御を行う。フィニッ
シャ制御部６３６はフィニッシャ１００に搭載され、画像形成装置のＣＰＵ回路部６３０
と情報のやり取りを行うことによってフィニッシャ全体の駆動制御を行う。この筋付け装
置制御部６３８、フィニッシャ制御部６３６は、様々なモータおよびセンサを制御してい
る。
【００１７】
＜筋付け装置＞
　図３は筋付け装置２００の断面図である。図３に示すように、筋付け装置２００は、画
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像形成装置本体６００から排出されたシートを順に取り込み、取り込んだシートに筋付け
処理を行う筋付けパスＢと、処理をせずに下流のフィニッシャ１００に受け渡すバイパス
Ａを備えている。これらのパスは切替部材２１７で切り替えられる。
【００１８】
　筋付け装置２００でのシート処理は、画像形成装置本体６００に設けられた操作部６０
１によるユーザの設定に応じて動作する。
【００１９】
　画像形成装置本体６００から排出されたシートは、筋付け装置２００の入口ローラ対２
０２に受け渡されることになる。この時、入口センサ２０１によりシートの受け渡しタイ
ミングも同時に検知されている。
【００２０】
　シートに筋付け処理を施さない場合は、切替部材２１７によりバイパスＡに切り替えら
れ、搬送ローラ対２０３，２０４，２０５、排出ローラ対２０６により搬送され、下流の
フィニッシャ１００に受け渡される。
【００２１】
　シートに筋付け処理を施す場合は、切替部材２１７により筋付けパスＢに切り替えられ
、シートは搬送ローラ対２０８，２１１，２５２で処理部に搬送され、シート端検知セン
サ２１３でシート端を検知する。そして、搬送方向の所定位置にシートを停止させたのち
、筋付けユニット（筋付け手段）２２０を動作させてシートに筋を付ける。筋を付けられ
たシートは再び搬送され、搬送ローラ対２０９，２１０，２１４，２１５，２１６、排出
ローラ対２０６により搬送され、下流のフィニッシャ１００に受け渡される。
【００２２】
　図５は筋付けユニット（筋付け手段）２２０をシート搬送方向下流からみたときの断面
図である。図６は筋付けユニット（筋付け手段）２２０を装置正面からみたときの図であ
る。ダイプレート３０５は筋付け溝３０６を有している。シャフトガイド３０７ａ，３０
７ｂがダイプレート３０５に立てられており、可動プレート３０１、ブレードホルダ３０
３をスライド可能に支持している。筋付けブレード３０４はブレードホルダ３０３に設置
されており、筋付け溝３０６と係合してシートに筋付けするようになっている。なお、筋
付けされたシートは、図８に示すようになる。図８において、Ｓはシート、Ｓｃはシート
に付けられた筋である。押圧バネ３０２ａ，３０２ｂ，３０２ｃが可動プレート３０１と
ブレードホルダ３０３の間に設置されている。駆動モータＭ１で図７に示すように可動プ
レート３０１を押し下げることで押圧バネ３０２ａ，３０２ｂ，３０２ｃがブレードホル
ダ３０３を押し下げ、筋付けブレード３０４が筋付け溝３０６と係合する。リリースバネ
３０８ａ，３０８ｂは押し下げられたブレードホルダ３０３を押し上げるバネである。ブ
レードホルダ３０３の上死点はストッパ３０９ａ，３０９ｂに当接した位置であり、可動
プレート３０１の上死点はストッパ３１０ａ，３１０ｂに当接した位置となっている。筋
付けブレード３０４は筋付け溝３０６との係合時にはシート幅方向全域に均等に力がかか
るようになっている。
【００２３】
　図４に示すように、筋付け装置制御部６３８は、マイコン（ＣＰＵ）７０１、ＲＡＭ７
０２、ＲＯＭ７０３、入出力部（Ｉ／Ｏ）７０５、通信インターフェイス７０６、ネット
ワークインターフェイス７０４を有している。搬送制御部７０７において、切替部材２１
７を駆動するソレノイドＳＬ１、搬送モータＭ５、Ｍ６、Ｍ７、シート端検知センサ２１
３、ファンを駆動するファンモータが制御される。また、筋付け駆動制御部７０８では、
筋付け駆動モータＭ１が制御される。Ｉ／Ｏ７０５の入力ポートには、各種センサ信号が
入力される。Ｉ／Ｏ７０５の出力ポートには、不図示の制御ブロックや、不図示の各種ド
ライバを介して接続された各駆動系に接続されている。
【００２４】
＜フィニッシャの説明＞
　フィニッシャ１００は、筋付け装置２００を介して搬送された画像形成装置本体６００
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からのシートを取り込み、取り込んだシートの処理を行う。例えば、取り込んだ複数のシ
ートを整合して、１つのシート束として束ねる処理、シート束の後端側をステイプルする
ステイプル処理（綴じ処理）、ソート処理、ノンソート処理、冊子を作成する中綴じ処理
といったシートの処理を行う。
【００２５】
　図９に示すように、フィニッシャ１００は、筋付け装置２００を介して搬送されたシー
トを装置内部に取り込むための搬送パス５２０が有り、搬送パス５２０には、複数の搬送
ローラ対が設けられている。
【００２６】
　搬送パス５２０終端に設けられた切替部材５１３は、下流に繋がれた上排紙パス５２１
と下排紙パス５２２とに経路を切り替えるものである。上排紙パス５２１は、上スタック
トレイ５９２への排紙を行う。一方、下排紙パス５２２は、処理トレイ５５０への排紙を
行う。処理トレイ５５０に排紙されるシートは、戻しパドル５５２、戻しベルト５５３に
よりシート後端を後端基準壁５６１に突き当てる搬送方向整合と不図示の整合板による幅
方向整合を順次されながら束状に収容される。そして、束状に収容されたシート（シート
束）は、操作部１からの設定に応じて、仕分け処理やステイプル処理が行われ、その後、
束排紙ローラ対５５１によりスタックトレイ５９１，５９２に排出される。
【００２７】
　なお、上記したステイプル処理はステイプラ５６０により行われるものであり、ステイ
プラ５６０は搬送方向と直交する幅方向に移動可能となっており、シートの任意の位置に
ステイプルすることができる。スタックトレイ５９１，５９２は上下方向に移動可能に構
成されており、上側のスタックトレイ５９２は上排紙パス５２１と処理トレイ５５０から
のシートを、また、下側のスタックトレイ５９１は処理トレイ５５０からのシートを受け
取ることができる。このようにして、スタックトレイ５９１，５９２には大量のシートを
積載することができ、積載されたシートはその後端を上下方向に伸びる後端ガイド５９３
に規制されて整列される。
【００２８】
　次に、フィニッシャ１００における中綴じ製本部８００の構成を説明する。前記下排紙
パス５２２の途中に設けられた切替部材５１４により、右側に切り替えられたシートは、
サドル排紙パス５２３を通過して、中綴じ製本部８００へ送られる。シートはサドル入口
ローラ対８０１に受け渡され、サイズに応じてソレノイドにより動作する切替部材８０２
により搬入口を選択されて、中綴じ製本部８００の収納ガイド８０３内に搬入さる。搬入
されたシートは滑りローラ８０４により先端が可動式のシート位置決め部材８０５に接す
るまで搬送される。サドル入口ローラ対８０１と滑りローラ８０４はモータＭ２１（図１
１参照）により駆動される。また、収納ガイド８０３の途中位置には、収納ガイド８０３
を挟んで対向配置されたステイプラ８２０が設けられている。ステイプラ８２０は、複数
枚のシートからなるシート束を中綴じする中綴じ手段として機能する。ステイプラ８２０
は、針を突き出すドライバ８２０ａと突き出された針を折り曲げるアンビル８２０ｂとに
分割されている。なお、前記シート位置決め部材８０５は、シート搬入時において、シー
ト搬送方向中央部が、このステイプラ８２０の綴じ位置になる位置で停止する。シート位
置決め部材８０５は、モータＭ２２（図１１参照）の駆動を受けて移動自在であり、シー
トサイズに応じて位置を変える。
【００２９】
　ステイプラ８２０の下流側には、折り手段を構成する折りローラ対８１０ａ，８１０ｂ
が設けられており、折りローラ対８１０ａ，８１０ｂの対向位置には、突き出し部材８３
０が設けられている。この突き出し部材８３０は、収納ガイド８０３から退避した位置を
ホームポジションとしている。突き出し部材８３０は、モータＭ２３（図１１参照）の駆
動により収納されたシート束に向けて突き出すことにより、シート束を折りローラ対８１
０ａ、８１０ｂのニップに押し込みながら折りたたむものである。突き出し部材８３０は
その後、再びホームポジションに戻る。なお、折りローラ対８１０ａ，８１０ｂ間には、
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束に折り目付けをするのに充分な圧Ｆ１が不図示のバネにより掛けられている。前記折り
ローラ対８１０ａ，８１０ｂ及び突き出し部材８３０により、シート束を２つ折りする折
り手段を構成している。
【００３０】
　折り目付けされたシート束は、第１折搬送ローラ対８１１ａ，８１１ｂ、増し折り部（
増し折り手段）８１４を構成する第２折搬送ローラ対８１２ａ，８１２ｂを介して、折束
排出トレイ８５０に排出される。第１折搬送ローラ対８１１、及び第２折搬送ローラ対（
加圧ローラ対）８１２にも、折り目付けされたシート束を搬送、停止させるのに充分な圧
Ｆ２、Ｆ３が掛けられている。シャッタ８１６は、収納ガイド８０３にシートが搬入され
るときにはシート先端が折りローラ対８１０に接しない位置に、突き出し部材８３０でシ
ート束を突き出すときには折りローラ対８１０に向けた経路を空ける位置に収納ガイド８
０３と平行方向に移動する。この移動動作はモータＭ２６（図１１参照）の駆動により行
う。
【００３１】
　折りローラ対８１０、第１折搬送ローラ対８１１、第２折搬送ローラ対８１２は、同一
のモータＭ２４（図１１参照）により等速回転する。
【００３２】
　また、ステイプラ８２０で綴じられたシート束を折りたたむ場合は、ステイプル処理終
了後に、シート束のステイプル位置が折りローラ対８１０のニップ位置にくるように、シ
ート位置決め部材８０５を、ステイプル処理時の場所から所定距離降下させる。これによ
りステイプル処理を施した位置を中心にしてシート束を折りたたむことができる。
【００３３】
　また、整合板対８１５は折りローラ対８１０ａ，８１０ｂの外周面を周りながら収納ガ
イド８０３に突き出した面を持ち、収納ガイド８０３に収納されたシートを整合する整合
板対である。整合板対８１５は、モータＭ２５（図１１参照）の駆動を受けて、シートに
対し、挟みこみ方向に移動することによって、シートの幅方向の位置決めを行う。
【００３４】
　このような構成の中綴じ製本部８００により、図１０に示すように、シート搬送方向の
中央部が中綴じ処理され、その中綴じされた位置で２つ折りされたシート束である冊子Ｓ
ｔが作成される。
【００３５】
　シート束が厚くて折りたたみが甘くなると、作成された冊子Ｓｔは図１３に示すように
折り部Ｓａが膨らんだ冊子となる。逆にシート束が薄くてしっかりと折ることができると
、作成された冊子は折り部（背）Ｓｂに割れが発生してしまうことがある。特に表紙に使
われるシートが厚紙であるとこの割れは顕著となる。これを軽減するために折り部に筋を
つける筋付けを前述の筋付けユニット２２０で行う場合がある。
【００３６】
　次に増し折り部について説明する。増し折り部８１４は、折り手段を構成する折りロー
ラ対８１０ａ，８１０ｂ及び突き出し部材８３０のシート搬送方向下流に設けられ、２つ
折りされたシート束の折り部を増し折りする増し折り手段である。この増し折り部８１４
は本実施例においては中綴じ製本部８００の一部としてフィニッシャ１００に組み込まれ
ているが、中綴じ製本部の下流に配置される別装置としてもよい。
【００３７】
　図１２は増し折り部（増し折り手段）８１４の斜視図である。冊子Ｓｔを冊子の厚み方
向から銜え込んで加圧する第２折搬送ローラ対（加圧ローラ対）８１２ａ，８１２ｂ、冊
子の背を厚みと直交方向から潰して平坦化する背潰しローラ８１３がフレーム８１７に組
み込まれている。そしてフレーム８１７は冊子の背に平行に移動可能なようにガイドする
不図示のガイド部に移動可能に支持され、不図示の駆動部で駆動されるようになっている
。増し折り部８１４の移動に伴い、冊子の折り部を第２折搬送ローラ対（加圧ローラ対）
８１２ａ，８１２ｂで加圧しながら背潰しローラ８１３で平坦化していことくで、図１４
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に示すような背が平坦で膨らんでいない冊子を作成することができる。
【００３８】
　図１１に示すように、フィニッシャ制御部は、マイコン（ＣＰＵ）７４１、ＲＡＭ７４
２、ＲＯＭ７４３、入出力部（Ｉ／Ｏ）７４５、通信インターフェイス７４６、ネットワ
ークインターフェイス７４４を有している。搬送制御部７４７において、搬送処理が行わ
れる。また、中間処理トレイ制御部７４８では、処理トレイ５５０部分の前・奥整合板の
動作制御、戻しパドルの回転動作制御、束排紙ローラの回転動作制御がそれぞれ、ホーム
ポジション検知センサと駆動モータによって制御される。綴じ制御部７４９では、ステイ
プラのクリンチ、移動等がそれぞれ、ホームポジション検知センサと移動モータによって
制御される。中綴じ製本制御部７５０では、整合板の動作制御、折り搬送ローラの回転動
作制御、突き出し部材の動作制御、シート位置決め動作制御、ステイプラクリンチ動作制
御、増し折りユニット動作制御等をホームポジション検知センサと移動モータによって制
御される。Ｉ／Ｏ７４５の入力ポートには、各種センサ信号が入力される。Ｉ／Ｏ７４５
の出力ポートには、不図示の制御ブロックや、不図示の各種ドライバを介して接続された
各駆動系に接続されている。
【００３９】
＜筋付け、増し折り処理の判定テーブル＞
　図１５は筋付け処理、増し折り処理の判定テーブルである。制御手段は、操作部６０１
に入力されたシート束（冊子）に関する情報（最外紙の坪量、中紙の坪量、中紙枚数）を
、判定テーブルに照らし合わせ、筋付け処理、増し折り処理を実行する。ここでは、操作
部６０１にて入力する冊子をなすシート束に関する情報として、最外紙の坪量、中紙の坪
量、中紙枚数を例示している。ここで、最外紙とは、前記冊子をなすシート束のうちの最
も外側の最外シートである。また、中紙とは、前記冊子をなすシート束のうちの最外シー
ト以外のシートである。
【００４０】
　図１５に示すように、冊子をなすシート束のうちの最外紙の坪量が、所定の坪量未満で
ある場合には筋付け否と判定（決定）してシート束をなすシートの筋付けを実施しない。
ここで、最外紙の所定の坪量とは、１５７ｇｓｍである。ただし、最外紙の所定の坪量は
適宜設定すればよく、前述の坪量に限定されるものではない。冊子をなすシート束のうち
の最外紙の坪量が、所定の坪量未満である場合において、冊子をなすシート束のシート枚
数が、所定の枚数未満である場合には増し折り否と判定して前記冊子の増し折りを実施し
ない。ここで、シート束の所定の枚数とは、中紙の枚数が２枚の場合である。一方、冊子
をなすシート束のうちの最外紙の坪量が、所定の坪量未満である場合において、冊子をな
すシート束のシート枚数が、所定の枚数以上である場合には増し折り要と判定して前記冊
子の増し折りを実施する。
【００４１】
　また図１５に示すように、冊子をなすシート束のうちの最も外側の最外紙の坪量が、所
定の坪量以上である場合には、筋付け要と判定して前記シート束をなすシートの筋付けを
実施する。冊子をなすシート束のうちの最も外側の最外紙の坪量が、所定の坪量以上であ
る場合において、冊子をなすシート束のシート枚数が、所定の枚数未満である場合には、
筋付け要、増し折り否と判定する。このため、シート束をなすシートの筋付けを実施し、
冊子をなす２つ折りされたシート束の増し折りは実施しない。
【００４２】
　一方、冊子をなすシート束のシート枚数が、所定の枚数以上であっても、冊子をなすシ
ート束のうちの最も外側の最外紙の坪量が、所定の坪量以上である場合は、筋付け要、増
し折り否と判定する。このため、シート束をなすシートの筋付けは実施するものの、冊子
をなす２つ折りされたシート束の増し折りは実施しない。ここで、仮に筋付けと増し折り
を両方実施した場合、増し折りにより冊子の背が四角くなるので、冊子の背に筋が付いた
形になって見た目がよくない。そのため、筋付けを実施して、増し折りを実施しないよう
にしている。
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【００４３】
　また、冊子をなすシート束のうちの最も外側の最外紙の坪量が、所定の坪量以上である
場合において、冊子をなすシート束のシート枚数が、所定の枚数以上であっても、予め設
定された設定枚数を超える場合には、筋付け否、増し折り要と判定する。ここで、予め設
定された設定枚数とは、中紙の枚数が１０枚の場合である。この場合、シート束をなすシ
ートの筋付けは実施せず、冊子をなす２つ折りされたシート束の増し折りは実施する。
【００４４】
　すなわち、図１５に示す判定テーブルでは、シート束が厚く、冊子の折り部が膨らむ冊
子は増し折り処理を行う。シート束が薄く、冊子の折り部が膨らまない冊子で、最外紙に
割れやすい厚紙を使用している冊子は筋付け処理を行う。シート束が薄く、冊子の折り部
が膨らまない冊子で、最外紙に割れやすい厚紙を使用していない冊子は両方の処理を行わ
ない。最外紙に割れやすい厚紙を使用していてもシート束が厚い場合はしっかりと折られ
ずに冊子が膨らむため、最外紙もしっかりと折られない。このため、最外紙に筋付けして
も割れの軽減効果は得られず、筋がついただけの冊子となるので、筋付け処理を行わず、
増し折り処理のみを行う。
【００４５】
　上述したように筋付け処理、増し折り処理の要否を、シート束に関する情報に応じて判
定して実施することで、作成される冊子に応じてシート処理装置が適切な冊子作成条件で
冊子を作成することができる。
【００４６】
　上述の実施形態では、シート束のうちの最も外側の最外紙の坪量が所定の坪量以上であ
るかどうかに応じて筋付けの要否が判定される形態を例示した。しかし、シート束のうち
の最外紙の坪量に関わらず、単にシート束の枚数に応じて筋付けの要否を判断してもよい
。この場合、例えばシート束の枚数が所定未満ならば筋付けを行い、シート束の枚数が所
定以上ならば筋付けを行わない。シート束の枚数が少なければ背割れの発生が懸念される
ので、それに対応するために筋付けを行う。シート束の枚数が多い（つまりシート束が厚
い）と、シートの背は膨らんだ形状となって背割れが生じない一方で、付けた筋が目立っ
てしまうことが懸念されるので、その懸念に対応するために筋付けを行なわない。
【００４７】
＜筋付け、増し折り処理要否判定＞
　図１６は図１５の判定テーブルの代わりに、最外紙に厚紙を使用しているかの条件と、
シート束厚が規定値を超えるかの条件を演算して、筋付け処理の要否、増し折り処理の要
否を判定する演算式を示す表図である。制御手段は、操作部６０１に入力されたシート束
（冊子）に関する情報（最外紙の坪量、中紙の坪量、中紙枚数）をもとに演算を実行して
、筋付け処理、増し折り処理の要否を判定する。ここで、シート束に関する情報、最外紙
、中紙については、前述した通りである。
【００４８】
　図１６では、冊子をなすシート束のうちの最外紙の坪量が、所定の坪量未満である場合
には筋付け否と判定して前記シート束をなすシートの筋付けを実施しない。ここで、最外
紙の所定の坪量とは、１５７ｇｓｍである。一方、冊子をなすシート束のうちの最も外側
の最外紙の坪量が、所定の坪量以上である場合には、筋付け要と判定して前記シート束を
なすシートの筋付けを実施する。
【００４９】
　また、冊子をなすシート束の厚さが、所定の厚さ未満である場合には増し折り否と判定
して、冊子をなす２つ折りされたシート束の増し折りを実施しない。ここで、シート束の
所定の厚さとは、１０５０ｇｓｍである。一方、冊子をなすシート束の厚さが、所定の厚
さ以上である場合には増し折り要と判定して、冊子をなす２つ折りされたシート束の増し
折りを実施する。
【００５０】
　なお、冊子をなすシート束のうちの最も外側の最外シートの坪量が、所定の坪量以上で
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あっても、冊子をなすシート束の厚さが、所定の厚さ以上である場合には筋付け否と判定
して、シート束をなすシートに筋付けを実施しない。
【００５１】
　すなわち、図１６では、最外紙が１５７ｇｓｍ以上、シート束厚が１０５０ｇｓｍ未満
であれば冊子の折り部が割れやすい条件であると判断して筋付け処理を行う。最外紙が１
５７ｇｓｍ未満、シート束厚が１０５０ｇｓｍ以上であれば冊子が膨らみやすい条件であ
ると判断して増し折り処理を行う。最外紙が１５７ｇｓｍ未満、シート束厚が１０５０ｇ
ｓｍ未満であれば、折り部の割れは発生しない、かつ冊子も膨らまない条件であると判断
して両方の処理を行わない。最外紙に１５７ｇｓｍ以上を使用していてもシート束が１０
５０ｇｓｍ以上の場合はしっかりと折られずに冊子が膨らむため、最外紙もしっかりと折
られない。このため、最外紙に筋付けしても割れの軽減効果は得られず、筋が付いただけ
の冊子となるので筋付け処理を行わない。
【００５２】
　上述したように筋付け処理、増し折り処理の要否を、シート束に関する情報に応じて判
定して実施することでも、作成される冊子に応じてシート処理装置が適切な冊子作成条件
で冊子を作成することができる。
【００５３】
＜製本モード動作の説明＞
　製本モードの動作に関して図１７のフローチャートで説明する。図１７は、複数枚のシ
ートからなるシート束を中綴じし２つ折りして冊子を作成する製本モードの動作の流れを
示すフローチャートである。
【００５４】
　操作部６０１で製本モードを選択し（ＳＴＥＰ１）、紙サイズ、最外紙の坪量、中紙の
坪量、中紙枚数を選択して（ＳＴＥＰ２）、コピースタートする（ＳＴＥＰ３）と、プリ
ントが開始される。図１５に示す筋付け、増し折り処理の判定テーブルに従い、筋付け要
否、増し折り要否を判定する（ＳＴＥＰ４、ＳＴＥＰ２１）。ＳＴＥＰ４で筋付け要の場
合は、筋付け装置２００でシート（最外紙、表紙）に対して筋付け処理を行う（ＳＴＥＰ
５）。その後、シートは中綴じ製本部８００に搬送される。シートは収納部に収納され、
整合処理がなされる（ＳＴＥＰ６）。最終シートの収納、整合がなされると（ＳＴＥＰ７
）、中綴じ処理（ＳＴＥＰ８）、折り処理（ＳＴＥＰ９）がなされ、折り部に筋付けされ
た冊子が出来上がる。最終束であった場合（ＳＴＥＰ１０）、ＪＯＢを完了する（ＳＴＥ
Ｐ１１）。
【００５５】
　ＳＴＥＰ４で筋付け不要、ＳＴＥＰ２１で増し折り要の場合は、筋付け装置２００で筋
付け処理を行わずにシートは中綴じ製本部８００に搬送される。シートは収納部に収納さ
れ、整合処理がなされる（ＳＴＥＰ２２）。最終シートの収納、整合がなされると（ＳＴ
ＥＰ２３）、中綴じ処理（ＳＴＥＰ２４）、折り処理（ＳＴＥＰ２５）がなされる。さら
に、増し折り部８１４にて増し折り処理がなされ（ＳＴＥＰ２６）、背を平坦化された冊
子が出来上がる。最終束であった場合（ＳＴＥＰ２７）、ＪＯＢを完了する（ＳＴＥＰ２
８）。
【００５６】
　ＳＴＥＰ４で筋付け不要、ＳＴＥＰ２１で増し折り不要の場合は、筋付け装置２００で
筋付け処理を行わずにシートは中綴じ製本部８００に搬送される。シートは収納部に収納
され、整合処理がなされる（ＳＴＥＰ３１）。最終シートの収納、整合がなされると（Ｓ
ＴＥＰ３２）、中綴じ処理（ＳＴＥＰ３３）、折り処理（ＳＴＥＰ３４）がなされ、筋付
けされていない、背を平坦化されていない冊子が出来上がる。最終束であった場合（ＳＴ
ＥＰ３５）、ＪＯＢを完了する（ＳＴＥＰ３６）。
【００５７】
　このように、本実施例によれば、作成される冊子の条件に応じて冊子に必要な処理を自
動で行うことで、オペレータがサンプルを作って必要な処理を確認するという手間を省く
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ことができる。
【００５８】
　なお、ＳＴＥＰ４、ＳＴＥＰ２１は、図１５に示す筋付け、増し折り処理の判定テーブ
ルから、図１６に示す演算式を用いた、筋付け、増し折り処理要否判定に置き換えること
ができる。
【００５９】
　図１６を使って説明した上述の実施形態では、シート束のうちの最も外側の最外紙の坪
量が、所定の坪量以上であるかどうかに応じて、筋付けの要否を判定する形態を例示した
。しかし、シート束のうちの最外紙の坪量に関わらず、シートの坪量とシートの枚数とか
ら求めたシート束の厚さに応じて筋付けの要否を判断してもよい。この場合、例えばシー
ト束厚さが所定未満ならば筋付けを行い、シート束厚さが所定以上ならば筋付けを行わな
い。
【００６０】
　また、上述のいずれの実施形態においても、増し折り部８１４を備えたシート処理装置
を例示している。いうまでもないが増し折り部８１４を備えていないシート処理装置にも
本発明は適用できる。筋付け装置２００が、シート束（冊子）をなすシート（最外紙、お
よび、最外紙以外のシート）に筋付けする形態を例示したが、シート束（冊子）をなすシ
ートのうち、最外紙のみに筋付けしてもよい。
【００６１】
　なお、前述した実施例では、画像形成装置として複写機を例示したが、本発明はこれに
限定されるものではなく、例えばプリンタ、ファクシミリ装置等の他の画像形成装置や、
或いはこれらの機能を組み合わせた複合機等の他の画像形成装置であっても良い。これら
の画像形成装置に接続されたシート処理装置又は画像形成装置に設けられたシート処理装
置に本発明を適用することにより同様の効果を得ることができる。
【００６２】
　また前述した実施例では、画像形成装置の装置本体に対して接続されたシート処理装置
を例示したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば画像形成装置が一体的に
有するシート処理装置であっても良く、該シート処理装置に本発明を適用することにより
同様の効果を得ることができる。また、筋付けユニットを有する筋付け装置と、増し折り
部を有するフィニッシャとを別に設けたシート処理装置を例示したが、これに限定される
ものではない。筋付けユニットと増し折り部が一体となったシート処理装置であっても良
く、該シート処理装置に本発明を適用することにより同様の効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００６３】
Ｓ    …シート
Ｓｂ  …折り部（背）
Ｓｃ  …筋
Ｓｔ  …冊子
１００ …フィニッシャ
２００ …筋付け装置
２１７ …切替部材
２２０ …筋付けユニット
６００ …画像形成装置本体
６０１ …操作部
６３０ …ＣＰＵ回路部
６３５ …プリンタ制御部
６３６ …フィニッシャ制御部
６３８ …筋付け装置制御部
８００ …中綴じ製本部
８１０ａ，８１０ｂ …折りローラ対
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８１１ａ，８１１ｂ …第１折搬送ローラ対
８１２ａ，８１２ｂ …第２折搬送ローラ対
８１３ …背潰しローラ
８１４ …増し折り部
８１５ …整合板対
８２０ …ステイプラ
８３０ …突き出し部材

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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